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1は じ め に

大学においてファカルティ・ディベロップメント(FD)へ の取 り組みの

必要が意識されるようになって久 しい。近畿大学法学部においてもFDの

取 り組みが本格的に始まって早10年 以上を経たところである。本稿では,

法学部におけるFDの 取 り組みについて概観 し,こ れを通 じて明らかにさ

れてきた法学部教育の課題を考えなが ら,今 後の法学部FD活 動の歩む路

程について考えてみたい。なお,具 体的な効果については,本 稿に続 く森

=田 邉論文が詳細な統計分析を試みているところであるので,同 論文も併

せて参照されたい。

2FDを めぐる学内外の動向

フ ァ カル テ ィ ・デ ィベ ロ ップ メ ン トと は,教 授 団=大 学 教 員 組 織 の 資 質

と能 力 の 開 発 ・向 上 〔の た め の取 り組 み〕 の こ と を い う(1>。これ は,ア メ

(1)同 様の概念 として,ス タッフ ・デ ィベ ロップメン ト(SD)が あ る。 これは,ア

メ リカの大 学 にお ける実 践 に由来す るFDが 教授 団とい う組織 の向上 の コン

テ クス トで語 られ るのに対 して,教 員 ・職員 とい う教育 ・事務 ス タッフの資質

と能力の向上 というヒューマ ン ・リソースの向上 の コンテ クス トで用い られ る

傾向が強い用語で,主 にイギ リス系諸国の実践 に由来す るといわれ る。その限/
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リカにおけるFDを 「一般的に トレーニ ングか ら研究までを含めて様々

な広い活動を示す言葉として使われてきました。それ らすべての活動は教

育の質を改善 し,そ してより基本的には学習の質を改善することを目的と

しています。ある種のFDは 新米の教員,あ るいは博士課程の学生や博士

号を取 りたての人を対象にして援助することに関っています。……FDの

受講において,教 師は再び学習者とな りますが,そ れゆえに不安もつきま

といます。FDに おいて重要な要素は,ち ょうど教授(授 業)に おける重

要な要素が学生の関心を理解することであるように,大 学教員の関心を理

解す ることであります。後にみるとお り,よ り良い教育を生み出す要因

は,大 学教員の教育においても同様に重要な要因として機能 します」(2>(3)と

概括 した言葉が象徴するように,大 学もまた教育機関であるという意識の

顕れと考え られる。また,一 般 に,こ の種の活動が,既 存の高校教育の現

場で培われてきた実践 に由来するものであるとされることも示唆的であ

る。

日本におけるFDの 実践は,と きに文部科学省主導と批判されたりもす

るが,必 ず しも監督官庁の指令 ・通達を待って初めて始動 したという性質

のものではない。実際,1980年 代に既に,主 に70年代か ら80年代にかけて

＼りで,FD=教 員 の 問 題,SD=職 員 の 問題 とい う ダ イ コ トミは適 当 で な い と も

いえ る(実 際,SDに い うstaffと はacademicstaffを い う とす る指 摘(山

内[2000:82])も あ る の で あ る)。 も っ と も文 部 科 学 省 に よ るFDな ど実 施 状

況 調 査 で は,FD(教 員 の 職 能 開 発),SD(職 員 の職 能 開発)と 区 別 して 用 い ら

れ て い る。

(2)ジ ェ イ ム ズ ・ウ ィ ル キ ンソ ン[1997:157]。 な お,講 演者 は,ハ ー バ ー ド大

学 デ レ ク・ボ ク 「教 授 ・学 習 」 セ ン ター 長(当 時)で あ る。

(3)続 けて,ウ ィル キ ンソ ンは,教 育 技 能 の発 達 段 階 に つ い て 関 心 が 集 ま って い

る こ と,「 学 習 」 へ 重 点 が置 かれ て い る こ と,同 僚 教 員 か らの フ ィー ドバ ッ ク ・

評 価 ・支 援 を重 視 す る傾 向 を重 要 な動 向 と して 紹 介 して い る。10余 年 以 上 前 の

指 摘 で は あ るが,こ れ らは,今 日の 日本 に今 な お妥 当 す る と こ ろで あ る と いわ

ざ るを え な いで あ ろ う。
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のアメリカの大学におけるFD実 践例を参照 しながら,草 の根 レベルで取

り組 み が 始 ま って い た この こ と は多 くのFD研 究 の 認 め る と こ ろで あ

る。少子化や国際化の動向を睨んで大学教育の現場は,比 較的早 くから改

革の必要を意識 していたといえようq)。

さて,1997年12月18日 の 大 学 審 議 会 答 申 「高 等 教 育 の 一 層 の 改 善 につ い

て(答 申)」な らびに2005年1月27日 の中央教育審議会答申 「我が国の高

等 教 育 の 将 来 像(答 申)」 で,大 学 ・大 学 院 な ど高 等 教 育 機 関 に お け る

FD/SD活 動 の 重要 性 が 指摘 され(5),こ こ でFDは 次 の よ う に定 義 され た:

「フ ァ カル テ ィ ・デ ィベ ロ ップ メ ン ト 教 員 が授 業 内 容 ・方 法 を改 善 し向

上させるための組織的な取組の総称。その意味するところは極めて広範に

(4)実 際,文 部 科 学 省 調 査 に よ れ ば,既 に大 学設 置 基 準 改 正(2007年)前,後 述

の 中教 審 答 申 発 表 以 前 の2003年 か ら答 申 直 後 の2006年 に か け てFD活 動 の 実

施 は,482大 学(内,国 立92校,公 立45校,私 立345校)か ら628大 学(順 に

86,66,476校)に 達 して いた の で あ る。FDの 内 容 も,講 演 会,授 業 検 討 会,

教 員 研 修 会 な ど の開 催,教 員 相 互 の授 業 参 観 ・評 価,FDの た め の 機 関 の 設 置

な ど多 岐 にわ た って い た(文 部 科 学 省 報 道 発 表 資料(文 部 科 学 省 高 等 教 育 局 大

学 振 興 課 「大 学 に お け る教 育 内容 等 の改 革 状 況 につ い て」(平 成19年4月16日 付

な ら び に平 成20年6月3日 付)に よ る

(http://www.mext。go。jp/b _menu/houdou/19/04/07041710.htm;

http://www.mext.go.jp/b _menu/houdou/20/06/08061617.htm))。 な お,

こ の調 査 で は,カ リキ ュ ラ ム 改 革,TA,授 業 ア ンケ ー ト,GPAな どはFD

と別 項 目 と して 集 計 され て い る こ と に注 意 され た い 。

(5)「 教 育 内 容 ・方 法 の 改 善 の た め の 組 織 的 取 組 が 必 要 で あ る。 … … 今 後 は,

個 々の 教 員 レベ ル だ け で な く,全 学 的 に,あ る い は 学部 ・学 科 全 体 で,非 常 勤

講 師 の 参 加 も得 て,そ れ ぞ れ の大 学 等 の理 念 ・目標 や教 育 内 容 ・方 法 につ い て

の 組 織 的 な 研 究 ・研 修(フ ァカ ル テ ィ ・デ ィベ ロ ップ メ ン ト)を 推 進 す る こ と

が 必 要 で あ る。」(1997年 答 申)や 「高 等 教 育 の質 の保 証 を考 え る上 で は,教 員

個 々人 の 教 育 ・研 究 能 力 の 向上 や事 務 職 員 ・技 術 職 員 等 を含 め た 管 理 運 営 や 教

育 ・研 究 支 援 の充 実 を 図 る こ と も極 あ て 重 要 で あ る。 評 価 と フ ァ カ ル テ ィ ・

デ ィベ ロ ップ メ ン ト(FD)や ス タ ッ フ ・デ ィベ ロ ップ メ ン ト(SD)等 の 自主

的 な 取 組 と の連 携 方 策 等 も今 後 の重 要 な課 題 で あ る。」(2005年 答 申)と い った

表 現 が 見 られ る。
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わたるが,具 体的な例としては,教 員相互の授業参観の実施,授 業方法に

ついての研究会の開催,新 任教員のための研修会の開催などを挙げること

ができる」(中央教育審議会[2005:79](答 申 ・用語集))。 高等教育の質

の向上を目指 して教員の教育能力の向上に取 り組む必要とその方略が2000

年前後にようや く明確に表明されたことは遅きに失 したともいわれるかも

しれないが,日 本の高等教育におけるFD揺 藍期ともいうべき時点で,ピ

アレビューや新任研修といった実践例の提示は,無 視界飛行中の航空機に

とってのレーダー誘導のように,不 可欠の支援であったといえよう(6)。こ

の定義を踏まえて,日 本の高等教育へのFDの 動きが一気に加速された(7)。

2007年 に大学設置基準が改正され,従 前,努 力義務とされてきた 「教育

内容等の改善のための組織的な研修」が義務化されて以来(8>,設置形態を問

(6)こ こで例示列挙 され た ピア ・レビューや新任研修 とい った取 り組みは,近 畿

大学 ではな かなか組織 的な取 り組み と して は著 手 され て こな か った よ うであ

る。 ピア ・レビューは2009年 か ら実施 に向 けての検討 の 呼びか けが始 ま り,

2011年 には第1回 新任教員研修会が計画 されて いる。

(7)注 意 しな くて はな らない ことは,実 際 のFD義 務 化は,大 学院が1年 先行 し

てい ることで ある。2006年3月31日 に大学 院設 置基 準が改め られ,新 た に §14

の3(教 育 内容等 の改善 のための組織的な研修等)が 設置 され,「大 学院は,当

該大学院の授業及 び研究指導 の内容及 び方法 の改善 を図るための組織的な研修

及び研究を実施す るもの とす る。」と定 め られた(2007年4月1日 施行)。 なお,

大学設置基準 §25の2(教 育 内容等 の改善 のたあの組織 的な研修等)が 「研究

の実施 に努めな ければな らない」を「研究 を実施 する ものとす る」に改め られ(併

せて §25の3に 条数 を変 更),FDが 努力 目標 か ら義務 化 され たのは2007年7

月31日(文 部科学省令第22号(http://www.mext.go.jp/b _menu/hakusho/

nc/07091103/001.htm))で ある(2008年4月1日 施行)。 この経緯 については,

大学 コンソー シアム京都(圓 月勝博)[2007:1ff.]に 詳 しい。 もっとも,大 学

院 は学生数 の絶対的少 なさや授業 内容 ・計画 の不確 定性 に起 因す る構造的な理

由か らか,実 践例 を蓄積 できたわけではな く,FDの 本格 的実践 は大学 にお け

る義務化を待つ こととな ったのであ る。

(8)2007年7月31日 付文部科学省通知(高 等教育長名 「大 学設 置基準等の一部を

改正す る省令等の施行 につ いて(通 知)」(19文 科高第281号))に よれば,「大学

の各教員 に対 し義務付 けるものではな く,各 大学が組織的 に実施す ることを義/
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わず(9)全国の大学でFD活 動の名目でさまざまな事業が取 り組まれること

となった。⑩

しか し,FDの 制度的義務化は,必 ず しも各大学の教育の質の向上に 《直

結》する性質のものではな く,む しろ適切な理念 ・方式などを欠いて運用

された場合の弊害 も無視できないものがある。制度化を通 じて,FD活 動

を大学教員の一一業務として採 りこむことは,そ の形式化 ・形骸化の懸念を

生ぜ しめ,ま た,義 務化によって,反 復 ・継続される同種の取 り組みへの

巻きこみや レディネスの低い教員などに対する参加の強制などが疲弊〔感〕

を生ぜ しめることも懸念された これらの懸念は,今 日においてもFD

に携わる者が常に意識 していな くてはな らない性質のものである。

法制的義務化と機を同じくするように,近 畿大学でも,教 育改革の具体

策を検討 し,推 進することを目的 として,FDの 開発 ・導入やリメディア

ル教育の改善 ・促進などを管轄する機構である教育改革推進センターが設

置されql),教育改善などに係る種々の論点 ・取 り組みが大学による指令と

して提示されることとなった。また,2次 にわたる近畿大学21世 紀教育改

＼務付 ける もので……各大学 においては,授 業の内容及 び方法 の改善につなが る

ような 内容 の伴 った取組 を行 うこ とが望 まれる」 とい う留意事 項が付 されてお

り,組 織的な取 り組みが義務化の本 旨であ ることが読み取 られ る。

http://www.mext.go.jp/b _menu/hakusho/nc/07091103.htm参 照。

(9)文 部科学省の統計資料 などで は,〔 旧〕 国立大学 が比較 的早 くか らFD活 動

を実践 し,そ の後,私 立大学 の取 り組 みが一・気 に増 したよ うに見受 けられ る。

前掲注④参照。

⑩ これを支援す るため に文部科学省で も教育支援 ・推進 プログラム(現 代GP,

特色GP,教 育GPな ど)を 立 ち上 げ,こ れ らの実践例 の報告会 な どでFD

関連行事が活況を呈 した。

qD近 畿大学 に教育改革推進 セ ンターを置 く近畿大学教育 改革 推進セ ンター規程

が2008年4月1日 に公布 ・施行 され,こ れ以 降,大 学 の正式 の機構 として ファ

カルテ ィ ・ディベ ロ ップメ ン トの開発 ・導入 に関する業務 に携わ ることとな っ

た(同 規程 §3(4))。21世 紀教育改革委員会 に関す る事務事項 も同セ ンターの管

轄であ る。
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革委員会の果たした役割も大きい⑫。

法学部は,後 述するように,FD義 務化に先んずるかたちで授業評価ア

ンケー トやピア ・レビューに取 り組んできたが,常 に,教 員が圧迫的に

FDに 参加強制 されるのではなく,教 員 と職員が協働 して法学部の 〔教育〕

改善を目指すこと(SD的 配慮),ま た,そ の過程を通 じて明 らかになった

問題点とその解決のための実践例などの共有に重点を置いて活動計画を構

築すること(集 合知の配慮)を 重要と考えている。

3法 学部にお けるFD活 動

法 学 部 のFDの 取 り組 み の端 緒 は,2000年 の 授 業 ア ンケ ー ト調 査 導 入 に

ま で遡 る こ とが で き る。1999年 度 後 期 に 実 施 さ れ た 授 業 ア ンケ ー ト調 査

(2000年1月17日 か ら同24日 ま で)の 実 施 に 際 して は,1.既 定 の 質 問18問

+当 該 科 目独 自 の質 問2問 とす る こ と,2.約30分 を か け て行 な う こ と,

3.無 記 名(後 掲 参 照)と す る こ と,4.即 時 回 収 ・封 入 後 事 務 方 に提 出す る

こ と,5.集 計 次 第 全 体 会 議 に諮 る こ とな どが 定 め られ て い た(③。 この 授 業

ア ンケ ー ト調 査 の 目的 は授 業 改 善 で あ って,ア ンケ ー ト実 施 時 に,こ の 旨,

な らび に,記 入 結 果 が 成 績 に影 響 しな い こ とな どを 口頭 で 説 明 す る もの と

され た。 その 後 の 授 業 評 価 ア ンケ ー トに関 す る学 内外 の 議 論 状 況 を 考 え る

と,ア ンケ ー トの 目的 ・方 式 な ど につ いて 慎 重 に検 討 した上 で の 実 施 要 領

(12)21世 紀教育改革委員会 は,こ れまでに 「近畿大学21世 紀第一次 教育改革実施

大綱」(2007年3月)と 「第二次教育改革 の基本方針」(2009年1月)を 発表 し,

近畿大学 にお ける教育改革の方向性を示 して きた(http://www.kindai.ac.jp/

about/21/)o

q3)2000年1月17日 付授 業 ア ンケー ト調査実 施要領 による。 ただ し別 途趣 旨説

明(「 授業評価 の実施 について(平 成12年1月17日)」)で は,「平成12年 度実施

の準備的な もの と して,試 験 的に授業 ア ンケー ト調 査を行 うこと」 と説明 され

てお り,正 式運用 という性質の ものでは必ず しもなか った ことが窺われ る。
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で あ っ た と いえ よ う。

「授 業評 価 ア ンケ ー ト調 査 報 告 書(平 成13年 度)」(非 公 刊)に よ れ ば,2000

年 度 実 施 時 に お いて60名(専 任35名,兼 担4名,非 常 勤 講 師21名)の 教 員

に よ る,90専 門 科 目(第1部 ・第2部 計)が 対 象 授 業 と され,〔 履 修 登 録 〕

学 生 数 は延 べ 約2万 人 に上 っ た⑭。 ま た,授 業 ア ンケ ー ト調 査 と並 行 して,

FD活 動 の 実 践 例 を知 る た め の研 修 会 が,当 時,法 学 部 よ り も先 行 して 授

業 ア ンケ ー トを 実 施 して い た,理 工 学 部 の 担 当者 を 招 いて 催 され,主 に ア

ンケ ー トの 目的 と方 式 につ いて 報 告 を 受 け た。 も っ と も理 工 学 部 に と って

も,導 入 後 間 もな い時 期 で の 報 告 で あ っ た た め,ア ンケ ー トの 効 果 につ い

て は特 に言 及 され て いな い。

授 業 ア ンケ ー トは,そ の 後,名 称 を 「授 業 評 価 ア ンケ ー ト」 と改 め⑮(⑥,

ま た方 式 に も改 善(1のを 加 え つ つ,継 続 して 実 施 され て お り,法 学 部 にお け

ω 半年後の2001年 度前期 におけるア ンケー トでは,対 象科 目を116科 目(129講

義)と 増 や した(こ れ によって学生数 も2万5千 人超を数えた)。 この半年間 に

も,対 象科 目の全科 目化,記 名式の是非な どをめ ぐって論議が あった。

⑮ 授業評価 ア ンケー トは,2008年 以 降,教 育改革推進 セ ンターにおいて全学部

共通設問項 目な どが定 あ られ,統 一 ・全学 的に実施 される こととな った。セ ン

ター策定の実施要領で は,教 育 を改善す る 目的で,授 業 の内容,方 法 に対す る

学生の意見 を調査す る ものであって,学 生 に評価者 としての責任を 自覚 させ る

という意味で,原 則 と してア ンケー ト用紙 に学籍 番号 を記入 させ ること,な ら

びにアンケ ー ト結果 は全学 的に集約 の上,学 部教育 の問題点の検討,教 員の 自

己評価 と職能開発(FD)な どに活用する ことが記載 されてい る。

㈹ 元来,授 業 ア ンケー トは,《評価》 のた あで あるか,《 改善》のためであ るか,

この立 場決定 に よってその設 問や実施 方法 も大 き く異 な るはずで あ る。 この

点,授 業 アンケ ー トか ら授業評価 ア ンケー トに改称 される際に特段の議論 はな

されなか ったようで ある。実際 には授業改善 と授業評価 双方 に資す ることを 目

的 と したもので あるといえな くもないが,い ずれにせよ,定 期的な検証の際 に

改 めて アンケー ト目的 や設 問 ・選択肢 の妥 当性 な どの再検証 も必要ではなか ろ

うか。

⑰ アンケー ト方式の改善項 目の中で,特 に重要 と思 われる ものは,記 名式,回

収方法,総 合評価であ ろう。 まず,初 期方式 は無記名ア ンケー トを採 っていた/
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るFD活 動で最も息の長い取 り組みとなっている。初期の方式が今日に至

るまで概ねその骨格を維持 したまま実用されていることは,時 代を先取 り

した実践がこの頃既に取 り組まれていたことを物語るといえよう。

以上の時期を法学部におけるFD黎 明期 とすれば,2006年 後期か ら2008

年 前 期 く らい ま で の 新 カ リキ ュ ラ ム(2008年 度 入 学 生 対 象 カ リキ ュ ラ ム

(カ リキ ュ ラ ム2008))(18)導 入 ま で の い わ ゆ る法 学 部 改 革 の 段 階 をFD展 開

期 と呼 ぶ こ とが で き る。 実 際,2006年10月 に策定 され た 「2006/2007年 度 自

己点 検 評 価 ・FD委 員 会 活 動 予定 表」 で は,既 存 の 授 業 評 価 ア ンケ ー トに

加 え て,2006年 度 ア ンケ ー ト結 果 な らび に レフ レク シ ョンの 公 表,ピ ア ・

レ ビュ ー,教 授 方 法 研 修 会,GPA制 度 調 査 とい った,(GPAの よ う に全 学

＼の に対 して,今 日で は記名式(正 確 には学籍番号 のみを記入)に 改め られてい

る。授業 ア ンケー トを記名 に よるか無記 名 によるかは,多 くのFD研 究会 ・

シ ンポ ジウムな どで論 点 に取 り上 げ られて きた ところで あ り,各 地 の大学 で

も,い ずれ の実践 も決定 的な長短所(た とえば,記 名式 ア ンケー トにおいては

学生が評価者 と して責任 を もって回答 に臨む動機 づけに資す る反面,教 員 ・学

生間の力関係の実際 を考 えれば学生 の批判 的意見 を抑制 す るおそれがあ るとさ

れ る)を 見 出す ことがで きないまま,今 日に至 ってい るのが現状 であ ろう。法

学部 において も教育改革推進 セ ンター提 唱の方式 に従 って学籍番号の記入を求

めて いるところで あるが,こ れまでの ところ学生 ・教員 いずれか らも深刻な問

題が指摘 された ことはな く,比 較 的安定 した運用 がな されてい るよ うであ る。

次 に,回 収 に際 して は,学 生 の立 ち会 い ・提 出確認 を必 要的手続 き と定め,公

正性の確保 に努 めて いる。最後 に,総 合評価 を問 う設問を設 け,授 業満足度の

把握を容易 に して いる。 その際,総 合評価 の恣意性 をでき るだ け排除 し,客 観

性を高め るための工夫 として,「 ほぼ満足」を7点(10点 満点)に 置いた評価を

指示す るとともに,適 宜理 由の記述を求め ることとした。

㈹ この カ リキュラム2008は,法 律 ・政策法学科 の2学 科体制 を維 持 した上で,

学問的関心 な らびに学生 の進路 を基準 にカ リキ ュラムを編成 す る 「進路直結」

の教育 プログ ラムの制度 を導 入 し,カ リキ ュラム ・フローな い しカ リキ ュラ

ム ・マ ップを強 く意識 させ る工夫を凝 らしてい る

(http://www.kindai.ac.jp/law/kyoiku/senko/)。 また,基 礎ゼ ミ,一・般演

習,専 門演習 という少人数演習科 目を4年 間通 じて履修 でき るように学年配置

し,教 員の きめ細かな指導体制の整備 に努めて もい る。
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的準備が必要なものは除き)今 日実施 されているFD活 動の大半が実施計

画に組み入れ られていたのである。教授方法研修会のテーマも 「基礎ゼ ミ

授業改善の方法」「大講義室での講義方法」「少人数演習の授業実践」といっ

た,今 なお取 り組みが続いている課題が掲げられてお り,そ の後も時宜に

応 じた課題について,時 に外部講師を招いて教育能力の向上のために継続

実施されている⑲。これ らのFDプ ロジェク トは,い うまでもな く,法 学

部改革の一環 であり,カ リキュラム2008が 採用 した教育方法(と りわけ少

人数教育と演習授業の重視)と 深 く結びついたものである。この展開を承

けて2008年7月 には第1回 全学FD集 会において法学部のFD取 り組み例

が報告テーマに選定されたことは記憶に新 しい(後 述参照)。

ピア ・レビューな らびに授業評価アンケー トとその レフレクションの公

開は,当 時,法 学部が近畿大学の中でも特に早い段階で取 り組んだFD活

動である。以下でこれ らについて簡潔に説明 してお く。

法学部におけるピア ・レビューの方式は,導 入当初,次 のとお りであっ

た。(1)ピア ・レビューは前期 ・後期,各1回 行なう(お おむね学期後半);

(2)学期ごとに,法 学部専任教員の約半数を授業公開教員,残 りの教員を授

業観察教員とし,次 の学期で公開と観察を入れ替える。これによって1年

間で全教員が公開と観察双方で ピア ・レビューに関与することとなる;(3)

対象科目は,法 学部専任教員が担当する法学部専門科目とし,学 期ごとに

法学部改革本部が指定する。その後,回 を重ねるごとに方式を改 め,公

qg)2006年10月 には,第1回 教授方法研修会 が開催 されてい る。 テーマは基礎ゼ

ミ授業改善方法で,こ の年,新 規赴任 の教員 が基礎 ゼ ミの運 営について実践例

と課題 を報告 した。 この意味 で,小 規模 ではあるが,新 任教 員の研修の性格 も

帯 びて いた といえ よう。なお,2009年 以降 は,「MyCampusPlanの 趣 旨と運

用」(経 営学部教員),「 シラバ スの実質化」(法 学部 改革 本部),「 就 職活動の現

状 と課題」(キ ャ リアセ ンター)な どを話題 に取 り上 げ,新 規導入の制度や大学

を取 り巻 く社会状況 にも視野を広げてい る(()内 は講師所属)。

711



近畿大学法学 第58巻 第2・3号

開 ・参 観 教 員 の 数 も次 第 に増 して き た。2010年 現 在,公 開 ・観 察 と も に法

学部専任教員以外の法学部科 目担当教員も対象に含めている⑳。公開 ・参

観教員の割 り当ての方式も,導 入時の方式をいくぶん強化 して,専 任教員

の約半数に相当する公開教員の公開授業の リス トか ら関心のある授業を1

ないし2科 目程度選んで参観する方式が数学期にわたって用いられてきた⑫1)

が,2010年 度 前 期 か らは,科 目 グル ー プで の レ ビュ ーの 形 式 を 試 行 して い

る。 これ は,導 入 後 約7回 の レ ビュ ーを 実 施 し,各 教 員 が お おむ ね10件 ほ

どの授業参観を(計 算上なが ら)確 保できたこと,時 間割が次第に固定化

される傾向が近時強まっており参観できる授業も自ずか ら選択が困難にな

りつ つ あ る こ と,運 用 の 硬 直 化 が 生 じ,し ば しば 「公 開 → 参 観 → 感 想 → 改

善 」 の サ イ クル が 断 絶 した こ と,こ れ らに照 ら して,い くぶ ん 規 模 を 縮 小

しつつ,よ り積極的で能動的な参加を期待 しうる方式を探った上での試行

で あ る 四。

⑳ 非常勤講師な ど学部外教員 の場合,専 任教員 におけ ると異な り,こ れ らへの

参画 は各教員の裁量 に委ね られてお り,法 学部 改革本部 か ら配布 され るピア ・

レビュー時間割 に照 らして,関 心 のある科 目を 自主 的に参観 す るもの とした。

実際 には,非 常勤教員 は,出 校 日が限 られてお り,授 業 直前 に出校す ることも

珍 しくな いため,実 際 に参観 ・公 開に参加 した非常 勤教 員は少ないのが実情で

ある。な お非常勤講師へ の対象 の拡大 に際 しては,ピ ア ・レビューの趣 旨 ・意

義 をよ く理解 した上 で 自発 的参加 を誘導す る ことを企 図 して,観 察を先行 さ

せ,そ の後,期 間 を置 いて公 開を募 る こと とした。 ともすれば改革本部か ら観

察 ・公開の依頼文書が届 くと,強 制力 を もって参加 を指示 す ると受 け止め られ

が ちで あるので,あ くまで 自発的参加の呼びか けにとどめてい る。

⑳2009年 度 にお いて は,公 開教員 でない専任教員 は2科 目以上参 観,公 開教員

であ る専任教員 は2科 目以上公開 または公開 ・参観各1科 目以上 とした。

⑳ これ に加えて,参 観教員 は,基 本 的に,自 らの担 当科 目と関連 の深い科 目の

授業を参観す ることとなるので,参 観科 目で得 られた知 見を 自らの科 目に応用

す るこ とも比較 的容 易で ある と考 え られ たこ ともメ リッ トとされ た。 もっと

も,こ れ 自体 は従来 の方式 によって も不充分 なが ら実現 可能 ではあ った といえ

る。 また,グ ル ープ所属教員 が1名 ない し少数 である科 目グループにおいては

そ もそ もグルー プとして参観で きな いということも未解決の課題で ある。
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次 に,レ フ レク シ ョン は,授 業 評 価 ア ンケ ー トの 開 示 後,こ れ に対 す る

教 員 か らの フ ィー ドバ ック の仕 掛 けで あ り,授 業 改 善 のPDSAサ イ クル

に お いて 重 要 な プ ロセ スで あ る。 レフ レク シ ョン は,1)ア ンケ ー ト結 果

に対 す る コ メ ン ト,2)前 年 度 改 善 項 目の 検 証,3)次 年 度 改 善 項 目の 提

示,4)学 生 に対 す る メ ッセ ー ジで 構 成 され,全 教 員 の ア ンケ ー ト結 果 と

レフ レ ク シ ョ ンを綴 じた冊 子 を,「 法 学 部 授 業 評 価 ア ンケ ー ト集 計 結 果 ・

レフ レク シ ョン」㈱ と して公 開 し,事 務 室 な ど に常 備 の上,学 生 な どの 閲 覧

に供 して い る⑳。

さ らに,法 学部 で は,そ のFD活 動 を 学 内 のFD研 修 会 な どで 数 次 にわ

た り報 告 して き た。2008年7月 に催 され た第1回 近 畿 大 学 全 学FD研 究 集

会 で は,お り しも2008年 か ら新 カ リキ ュ ラ ム に移 行 した こ と も あ って,法

学 部 に お け るFDの 取 り組 み例 に つ い て 報 告 す る機 会 を与 え られ た ㈱。 こ

の 時 点 で ピア ・レ ビュ ーな らび に レフ レク シ ョン両 方 を 実 践 して い る学 部

は僅 か で あ っ た こ とか ら,本 報 告 が その 後 の 大 学 全 体 の 教 育 改 革 の 動 向 に

一一定 の 影 響 を 及 ぼ した こ と は否 定 で きな いで あ ろ う
。 研 究 集 会 の 会 場 が 法

学 部 の 大 規 模 授 業 で 用 い られ る教 室 と 同規 模(19号 館 第2教 室)で あ った

こ とか ら,大 規 模 教 室 で の 単 一一方 向 講 義 の 問 題 を 聴 衆 み な 実 感 しな が らの

講 演 とな り,授 業 方 法 の 改 善 の 必 要 も ま た実 感 され た よ う に思 わ れ る。

⑳ 導入の初期で は,1冊 組 であ ったが,ア ンケー ト実施対象科 目の拡大 に伴 い,

今 日で は,集 計結果2冊 とレフレクシ ョンの3分 冊であ る。

⑳2010年 現在,法 学部が配布 している部署 は,法 学部授 業科 目の担当者所属学

部 ・大学院 ・研究所各事務室,図 書館,キ ャリア ・セ ンターな どであ る。 この

内,図 書館 につ いて は,従 来,一 ・般公 開施設 であ ることか ら供覧 していなか っ

た が,閲 覧制限 な どの対策 を講 じて供覧 す ることが今後 計画 されて いる と聞

く。

⑳ この集会では,文 理各1学 部か らFD実 践例 と して 「授業 内容 の"見 え る化"

による授 業改善促進 と教育評価」(宗 像 恵(理 工学部,教 育 改革推進 セ ンター

長))と 「法学部 にお けるFDの 実践 と課題」(土 屋孝次(法 学部))が それぞ

れ報告 され,と もに活溌な質疑応答があ った。
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なお,教 育改革推進センター運営委員会にも法学部専任教員が2名 所属

し,と もに 「FDの 開発 ・導入」小委員会に配属されていることか ら,し

ばしば法学部のFD活 動を紹介 している⑳。

法学部におけるFD活 動で看過できないであろう活動 として,法 学部授

業改善研究会のそれがある。本会は,平 成21年 度(2009年)学 内研究助成

金(21世 紀教育開発奨励金 【教育推進研究助成金】)で採択された共同研

究 「テキス ト・マイニング ・ツールを用いた授業アンケー トシステムの構

築 学生の意見 ・要望に対するレスポンスの向上のために 」(課題番

号KS-01)に 基づいて結成された,学 部内教員の任意団体である⑳。これ

は,研 究参加教員の主要科目(受 講者100～200名 程度)で ほぼ毎回,自 由

記述文を含む授業アンケー トを実施 し,定 量的な らびに定性的分析を試み

ようとしたものである㈱。2010年3月 には,教 育改革推進センター主催の

2009年 度第2回 全学FD研 究集会において 「リアルタイム ・アンケー トに

よる授業改善の試み」(上 崎哉)と 題 して実践例報告を行なっている㈲。

⑳ た とえ ば,ピ ア ・レビューにつ いて導入 の趣 旨,経 緯,方 式な どについて報

告 し(こ の時点で は,導 入後期 間が短 いこ ともあ って効 果な どについては言及

されなか った),ピ ア ・レビューの全学 的導入 の議論 に貢献 したほか,授 業評価

ア ンケー トの公開や レフレク シ ョンの議 論 に際 して も話題 提供 を行な ってい

る。

⑳ 構成 メンバー は,5名 の専任教 員(教 授2[1]名,准 教授2[2],講 師1

[2]名 で ある([]内 は2010年 度))。

⑳2010年 度 も引 き続 いて同助成金 に採択 され(課 題番号KS-01「 学生生活 と学

業成績の関連性 につ いて の包括 的調査 悉皆調査 による学 生指導資料作成 に

向 けた実験的取組 み 」),授 業 ・通学 ・課外 活動 ・アルバイ ト・読書 とい っ

た,学 生の 日常生活 と学習態度 ・学業成績 との関連性 を探 る研究を継続 してい

る。

⑳ 当 日は,「近 畿大学入学前 後e-learning教 育 の統計学 的解 析 基礎 学力

ア ップと入試戦略 に向けて 」(岩 崎光伸(理 工学部))と の2部 構成の研究

集会 とな り,ICTを 活用 したFD方 略を構想す る好契機 とな ったよ うに思わ

れ る。
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4今 後 の課題

法 学 部 に お け る本 格 的 なFD活 動 の端 緒 を,授 業 ア ンケ ー トが 始 ま った

2000年 に求 め る と して,早10年 余 を 経 た。 た しか に,本 稿 を 執 筆 す る に あ

た って 振 り返 って み る と多 分 に熱 意 を 持 ってFDに 取 り組 ん で きた と い う

感 想 を 禁 じえ な い。 期 間 も さ る こ とな が ら,こ の 間 に実 施 したFDプ ロ グ

ラ ム は,授 業 ア ンケ ー トか ら始 ま り,レ フ レク シ ョ ン,不 服 申 立 てG①,ピ

ア ・レ ビュ ー,教 授 法 研 究 会 な ど多 岐 にわ た り,多 数 の 教 員 を 巻 き込 み,

教 育 改 革 の 流 れ に引 き入 れ る こ と に力 を 注 いで きた 。

この 期 間 と 内容 は,は た して 大 学 に お け る教 育 ・研 究 な どの 活 動 の 改 善

の た め に充 分 で あ っ た と いえ るで あ ろ うか 。 否,今 の 時 点 で 法 学 部 が 近 々

に乗 り越 え な くて はな らな い課 題 はむ しろ 山積 して い る と い うべ きで あ ろ

う。 当分 の 間,こ れ らの プ ロ グ ラ ム は終 焉 の 時 を 知 らぬ か の よ う に継 続 さ

れ,新 たな 取 り組 み も 同様 に求 め られ よ う。 その 時,以 下 の 諸 点 に充 分 に

注 意 が 払 わ れ るべ きで あ る。

まず,教 育 活動 な らび にFD活 動 の 振 り返 りが 重 要 で あ る。 振 り返 りが

教 育 に お い て 重 要 で あ る こ と は広 く知 られ て い る と こ ろ で あ りGl),こ の 振

e① 成績評価や演習課題 などに対す る不服 のある学生 は,従 来,オ フィスア ワー

な どを通 じて担 当教員 に直接不服 を申 し入 れていたが,こ れを制度 化 した もの

が不服 申立ての制度で あ り,い ったん教務委員会(後 に改革本 部に変更)が 預

か った上で,関 係者 に照会 などす るとと もに,不 服 と回答を集 約 し,全 体会議

において概要を説明す る ものとされ た。 ここに も集合知 への配 慮を読み取 るこ

とがで きる。

eD2009年 度入学生か ら全学 的に導入 されたMyCampusPlanは,学 生 自身

が大学生活を振 り返 るツールで あると もいえる。 このよ うな学 習ポー トフォ リ

オ は,学 生の主体的で能動的な学習 に資す るもの と多 くの大学で注 目 ・期待 さ

れ,実 践が試み られて いるところで もある。 また後述 の,非 定 型業 務が多い教

員向 けのテ ィーチ ング ・ポー トフォリオ と違い,こ の分野ではICTを 活用 し/
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り返 りの必要を,同 じく教育活動の実践の一つの場面であるFDに ついて

排除する積極的な理由は見当たらないであろう。冒頭に紹介 した本誌森+

田邉研究は,こ うした 教育 ・FD活 動の評価の本格的な実践例として本学

部最初の取 り組みであり,今 後も継続的に調査すべきことはもとより,法

学部の全スタッフがその帰結に対峙しな くてはならないものである㈱。振

り返 りに際 して特に重要なことは,本 人の自己省察はいうまでもな く適切

なメンターの存在である。教員一一人一一人が自己省察 し,こ れをメンターが

支援する構造が形作 られな くてはな らない。メンターは,む ろん ピアで

あってよく,ま た,改 革本部がこれに必要に応 じて関与することもありえ

よう。 しか し最善策は,教 育改革推進セ ンターな どFD統 括機関にメン

ターが常駐 し対応することである。現在,い わゆるFDer(フ ァカルティ・

ディベロッパ)が 法学部にも教育改革推進センターにも不在であり,充 実

が望まれる。

＼た,い わゆ るe一ポー トフォリオ も(教 育関連 およびICT関 連企業 も巻 きこん

で)多 くの実践例が提案 されて いる。

圃 この ことは,教 育のPDSAサ イクルか らも明白であろう。2010年 度前期の

近畿大学FD集 会 のテーマは,教 育の振 り返 りツール と してのテ ィーチ ング ・

ポー トフォ リオ(「 教育改善 のためのポー トフォリオ」(加 藤由香里(東 京農工

大学大学教育セ ンター))で あ った。教育改革推進セ ンターが実施 した当 日アン

ケー トの集計 によれば,「テーマ は適切であ った」と 「テーマの趣 旨を理解 した」

を選択 した割合 はそれぞれ86%と90%に 達 してお り,振 り返 りの重要性は教員

自身が 自覚す るところなのであ る。 もっとも,こ れに対 して,「テ ィーチ ング ・

ポー トフォ リオを実践 した い」は44%に 留 まり(「検討の価値はあ る」が42%),

テ ィー チ ング ・ポー トフォ リオ につ いて,意 義 ・効 果は理解 でき るものの,実

践 には躊躇す る集団が多数 であることが明 らかにな ってい る。一 般にテ ィーチ

ング ・ポー トフォ リオ は,作 成 のために相 当な時間 と手 間を要す るといわれ る

ことも考え ると,ICTを 活用す るな ど簡便な手法が開発 されれば,実 践 したい

とす る者比率が一気 に高 まることが期待 されよ う。 テ ィーチ ング ・ポー トフォ

リオのみな らず,上 述 の学習 ポー トフ ォリオ も含 め,ICTの 発達 は,教 育改革

にも大 き く影響 して いる。
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次に,授 業評価アンケー トについて,若 干の問題が指摘されている。教

育改革推進センター策定の全学統一一方式によれば,全 科目を対象科目とす

ると定められているが,演 習科目(と りわけ専門 ・研究演習)の ように学

生と教員の緊密な関係が期待される科目においては,自 ずから満足度が高

くなりあえてアンケー トを実施す る意義を欠 くとの指摘がある欝。また,

アンケー ト回収率が極端に低い(お そらくは授業出席率も極めて低い)科

目が散見されることか ら,ア ンケー トの信頼性に疑問の声もある。た しか

にこのことか ら,授 業の受講(出 席)態 度に係る規範意識の低下を憂慮 し,

その覚醒のための方策を探ることは重要である劔が,そ もそもGPAや 履

修放棄の制度が導入されていない現状を前提にするかぎり,「とりあえず

履修登録する」という学生の履修行動を否認することは容易でないといわ

ざるをえない。

最後に,ICTの 活用の必要を指摘 したい。ICTを 活用 したFDは,近 時

のFD研 修会などで しばしば大きく取 り上げられる話題である。ともすれ

ばFDの 手段 と見なされ,本 質を衝かない議論 として片づけられがちで

あったICTは,し か しなが ら,FDの 本質を変えるだけの潜在力を備えて

いるように思われる。費用対効果の点でICTの 効用を疑問視する見解 も

シンポジウムなどで質疑に上がるときもあるが,安 定運用が可能になった

時点を基準にする限 り,費 用対効果は非常に高い㈲。FDの 作業負荷鮒は,

㈹ これ に対 して,単 に少人数科 目(ア ドバ ンス ト科 目や一般演習な ど)の 場合,

受講者数が少な いか らといって,そ の ことが受講者 の評 価,意 見や要望を無視

す ることを正 当化 しうる性質 の ものでないであろ うか ら,格 別の見直 しの声 も

聞かれない ようであ る。

鋤 実際,2008年 度 ・2009年 度の 「授業評価 ア ンケー ト集 計結 果」では,学 部長

名で授業出席 に関す る規範意識の覚醒を教員 ・学生双方 に喚起 した。

㈲ た とえ ば,ピ ア ・レビューは,継 続反復 して行 な うと,前 叙の とお りマニエ

リスムスの陥穽 を避 け られ ないが,教 室 にカメラ(複 数 台が好ま しい)な どを

設置 し,授 業光景 を多角的 に記録 し,こ れを(必 要 に応 じてFD研 修会な どの/
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ICTに よ るか 否 か で 決 定 的 に異 な るの で あ る。 法 学 部 で は,こ れ まで に も

ア ンケ ー ト集 計 や 電 子 会 議 な ど にICTを 用 いて き た が,今 後 こ れ ま で 以

上 にICTの 活 用 が望 ま れ よ う⑳。

5お わ り に

法学部では,FDの 核心を教員間の集合知に置き,教 員全員が自分たち

の状況 ・課題を知 り,改 善 ・改革の必要を全員で考える体制を作ることに

力を注いできた。結果的に,FDに 伴 う疲弊感やFDの 形式 ・形骸化もあ

る程度避けられたようである。 もちろん,法 学部 において も,FD活 動に

無関心 ・非協力の態度が散見されることは否定できない。 しか し,こ のこ

とをもってこれまでの法学部のFD活 動の成果,た とえば法学部の教育が

直面する課題を認識 し,こ れの解決のための方略を探 り,そ の実践に向け

て協働 して研鐙する体制が整備されつつあること,こ のような活動の意義

を低 く見積もることは妥当でない。そもそもFD活 動は,特 定の教員を非

難 したり問責 したりする性質のものではないし,ま してや特定の素質や性

向を改めさせる性質のものでもない。これ らはむ しろFDに 対する信頼を

損ない,教 育改善の路程を閉ざす,逆 機能的なものであろう。

＼ 機 会 を 利 用 しつ つ)タ イ ム ラ イ ンに沿 って分 析 す る手法 は,ピ ア ・レ ビ ュー な

らび に 自己 省 察 双 方 に一・定 の 効 果 を 期 待 しえ よ う。

㈹FDの 作 業 負 荷 は,授 業 改 善 の作 業 に 当 た る者 は これ に 時 間 と手 間 が か か り

授 業 が か え って お 座 な り にな る とい わ れ る ほ ど に,大 き い もの が あ る。

⑳ 最 近 の 例 と し て は,2010年2月 よ りe-mailの シ ス テ ム をGoogleApps

(forEducation)に 移 行 した。GoogleAppsで は,カ レ ンダ ー や ドキ ュ メ ン

トの 管 理 が 充 実 して い る こ とか ら,学 内外 のFD集 会 を共 有 カ レ ンダ ー に登

録 し,適 宜 参 加 を呼 びか け,ま た,学 部 内文 書 管理(共 有)に 活 用 す る こ とを

試 行 して い る。 も ち ろん,ICTに つ い て は これ らを 使 い こな せ な い 教 員 が 少 な

か らず い る の も事 実 で あ り。FD版 の デ ジ タ ル ・デ ィバ イ ドを 防 ぐた め に も,

ICT一 教育 の 支援 体制 の充 実 が望 ま れ る。
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FDに いう 「組織的な取 り組み」 とは,相 互研鐙の中に芽生えた,自 生

的 なFD活 動 が,や が て 群 生 し,一 斉 に花 総 開 くよ うな もの で な くて はな

らない。この理念に立って引き続き法学部ではFD活 動を継続 して行なう

の で あ る。
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